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業務の適正を確保するための体制
当社は、「業務の適正を確保するための体制」の構築の基本方針を取締役会で決議しており、その体制並び
に運用状況の概要は下記のとおりであります。

(1) 当社及び当社の子会社から成る企業集団（以下、当社グループ）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための体制

①　当社代表取締役社長は、法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを、当社グループ取締役及び使用
人に明示し、定期的な研修を実施する。

②　当社グループの取締役及び使用人は、法令及び定款を遵守するとともに、企業倫理及び社会的責任を定め
た企業倫理規程及び附則の企業行動指針に則り職務を執行する。

③　当社は、企業倫理委員会の下にコンプライアンス担当役員及びコンプライアンス推進者を置き、当社グル
ープのコンプライアンス、企業倫理及び社会的責任の構築、維持・向上に努める。

④　企業倫理委員会は、コンプライアンスの状況等につき監視し、適切な指導、改善勧告を行う。
⑤　当社は、代表取締役社長直轄の監査室を置き、監査担当者は内部監査規程に基づいて当社グループの職務
執行に関する内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。また、代表取締役社長は監査結果
を取締役会に報告する。

【運用状況】
　当社及び子会社では、企業倫理委員会を定期的に開催するとともに、企業倫理に関する集合研修を実施してお
ります。代表取締役の競業取引・利益相反取引については、それぞれの取締役会において承認し、適時適切に取
締役会への報告を行っております。また、国内外における贈収賄防止を更に徹底するため、「企業行動規範」に
規定する贈収賄行為の禁止を明確化した、「贈収賄禁止に関する規程」を制定し、運用を行っています。
　なお、業務の適正を確保するための体制として、主要な子会社において企業倫理規程、企業行動指針、内部通
報規程を制定しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存・管
理する。取締役は、それらの情報を閲覧できるものとする。
【運用状況】
　当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類等、取締役の職務執行に係る文書・記録について、法令
及び社内規程の定めに則り、保存期間を設定のうえ適切に保存しております。

(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社は、当社グループのリスク管理を体系的に規定するリスク管理規程を定める。
②　当社は、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループのリスク管理体制の構
築及び運用を行う。
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③　リスク管理委員長は、当社グループのリスク管理につき、取締役会に報告する。
【運用状況】
　当社グループのリスク管理を規定するリスク管理規程を定め、定期的にリスク管理委員会を開催することによ
り、企業価値の持続的な向上の障害となる要素を監視し、予防的対処を継続しております。
　当社は、継続的に新たなリスクの洗い出しと、それに対する取り組みを実施しております。

(4) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社取締役会は、当社グループの経営計画及び予算を策定し、各取締役及び各部門は、その達成に向けて
職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。

②　業務執行のうち重要な経営判断が求められるものについては、当社幹部会及び当社取締役会にて審議し、
合議制を基本として決定する。

【運用状況】
　当社グループは、３ヶ年の経営計画を策定し、毎期ローリングを行い、幹部会及び取締役会の承認を得ており
ます。
　当事業年度においては、前々事業年度に策定した３ヶ年の経営計画のローリングを行いました。

(5) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社からの報告を受け、重要な業務執行については、当社が承認を

行う。
【運用状況】
　当社は、子会社より、当社幹部会において月次の営業報告、或いは月次レポートの提出を受けております。ま
た、子会社の重要な業務執行については、当社取締役会で承認しております。

(6) 当社グループにおける業務の適正を確保するためのその他の体制
①　当社は、当社グループの運営面で、すべてのステークホルダーに対し、説明責任を負うことを認識する。
②　当社は、当社グループ内取引の公正性を保持するため、必要に応じて企業倫理委員会の開催及び内部監査
部門による内部監査を行う。

【運用状況】
　当社では、関係会社管理の部署を企画部と定め、関係会社管理を行っております。子会社からは月次の営業報
告・財務報告を入手し状況把握をしております。また、主要な子会社に対し内部監査を行っております。

(7) 当社監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、及び当該取締役及び使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

①　当社は、監査等委員会からの要求がある場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置き、必要な人員
を配置する。
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②　当該使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、人事評価に関しては、監査等委員会の事前の同意を必
要とする。

③　当該使用人は、監査等委員会からの監査業務の指示に基づく職務執行において、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の指揮命令は受けない。

【運用状況】
　監査等委員からの要求がある場合には、監査等委員の職務を補助する使用人を置くこととしております。

(8) 当社グループの取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を
行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者（以下、本条にお
いて「取締役及び使用人等」という。）等が当社の監査等委員会に報告をするための体制並びに監査等委員
会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①　当社グループの取締役及び使用人等は、会社に重大な影響を及ぼす事項が発生し、又は発生する恐れがあ
る時、或いは取締役及び使用人等による違法又は不正な行為を発見した時、その他監査等委員会に報告すべ
き事項が生じた時は、速やかに報告する。

②　監査等委員は、重要な経営判断が求められる会議に出席する。
③　当社代表取締役社長が決裁した重要事項は、監査等委員会に報告する。
④　当社グループの取締役及び使用人等は、監査等委員会の求めに応じて事業の報告を行うとともに、業務及
び財産の状況の調査に協力する。

⑤　当社グループは、監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人等に対して、当該報告をしたことを理由
として不利な扱いを行うことを禁止する。

【運用状況】
　当社監査等委員である取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）や内部監査部門と適宜情報交換
や、資料収集をしています。また、当社の取締役会において、四半期毎に子会社管理を含めた業務執行状況報告
を受けております。

(9) 当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、会社法に基づく費用の前払い等の請求があ
った場合はこれに応じる。
【運用状況】
　監査等委員の職務の執行に必要な費用又は債務については、適切に運用しております。
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(10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　当社取締役及び取締役会は、取締役の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を
整備するように努める。

②　当社代表取締役社長は、監査等委員との意思疎通を図るために、監査等委員との定期的な意見交換を行
う。

③　当社は、当社グループにおける監査等委員、監査役、会計監査人、内部監査人相互の緊密な連携及び情報
交換を推進する。

【運用状況】
　代表取締役社長は、定期的に監査等委員との意見交換を行っております。また、監査等委員会の監査が実効的
に行われることを確保するため、監査等委員会、会計監査人及び内部監査人が相互に連携して情報交換を行って
おります。

(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
①　当社は、反社会的勢力排除につき、企業倫理規程に明文化する。反社会的勢力対応部署を設置し、反社会
的勢力対応担当役員をおく。対応に際しては、代表取締役社長以下、組織全体として対応する。

②　反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の
専門機関と緊密な連携関係を構築する。また、不当要求の際には、民事と刑事の両面から法的対応を行い、
対応する従業員の安全を確保する。

③　反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒
絶する。反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

④　反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事
案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。

【運用状況】
　当社は、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。
　「企業倫理規程」で反社会的勢力排除への対応ルールを定め、総務部を対応部署として運用しております。取
引先と締結する契約書等は、取引先に反社会的勢力と関わりがあること等が判明した場合には、契約を解除でき
る等の反社会的勢力排除条項を盛り込んでおります。
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(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 2 4 年 1 月 1 日 期 首 残 高 918 1,261 5,805 △194 7,789

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175 △175

親会社株主に帰属する当期純利益 262 262

自 己 株 式 の 取 得 △144 △144

自 己 株 式 の 処 分 2 22 24
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )
連結会計年度中の変動額合計 － 2 86 △122 △33

2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 日 期 末 残 高 918 1,263 5,891 △317 7,756

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証
券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 為 替 換 算 調 整 勘 定 そ の 他 の 包 括 利

益 累 計 額 合 計

2 0 2 4 年 1 月 1 日 期 首 残 高 612 2 40 654 581 9,026

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175

親会社株主に帰属する当期純利益 262

自 己 株 式 の 取 得 △144

自 己 株 式 の 処 分 24
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 502 31 22 556 5 562

連結会計年度中の変動額合計 502 31 22 556 5 529

2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 日 期 末 残 高 1,114 34 62 1,211 587 9,555

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社
・連結子会社の名称 ビーエム機器株式会社

COSMO BIO USA,INC.
②　非連結子会社の状況

・非連結子会社の名称　株式会社プロテインテック・ジャパン
・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用会社はありません。
②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 株式会社プロテインテック・ジャパン
・持分法を適用しない理由

　　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても
連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券………償却原価法
関係会社株式………………移動平均法に基づく原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …………時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 ………………………移動平均法に基づく原価法
なお、投資事業組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされるもの）につきましては、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分額を純額で取り込む方式に
よっております。

ｂ．デリバティブの評価基準及び評価方法……時価法
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ｃ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品…………………………移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
製品…………………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料………………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
仕掛品………………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品………………………先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

②　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) …………主として定率法

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備は除く）並びに2016年４月１日以後に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物…………15～34年
車両運搬具……………… 2 ～ 4 年
工具、器具及び備品…… 5 ～ 6 年
機械及び装置…………… 8 年

無形固定資産(リース資産を除く) …………定額法
なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しております。

リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　引当金の計上基準
貸倒引当金……………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
④　退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループはライフサイエンス関連を主な事業とし、研究用試薬を中心とした仕入商品の販売収入、自社製品の製造販売収入及
び創薬研究支援・受託サービスの販売収入を得ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
（研究用試薬等の商品及び製品販売による収入）
　研究用試薬等の商品及び製品販売による収入は、研究用試薬等に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足されるこ
とから、通常は商品及び製品が顧客に検収された時点で収益を認識しますが、国内の販売においては、出荷時から当該財又はサービ
スの支配が顧客に移転するまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、収益は顧客との契約
において約束された対価から販売奨励金等を控除した金額で測定しております。
　なお、機器販売に伴う保守・据付サービス等に係る収益については、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人
に該当すると判断し、顧客から受け取る対価の総額から外注業者に対する支払額を差し引いた純額で収益を測定しております。
　研究用試薬等の商品及び製品販売の履行義務に対する対価は履行義務が充足したのち、別途定める支払条件により、概ね１年以内
に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
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・ヘッジの有効性
評価の方法

予定取引について同一通貨の為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による相関関係は
完全に確保されておりますので、有効性の評価を省略しております。

棚卸資産（貯蔵品除く） 1,059百万円

有形固定資産の減価償却累計額 897百万円

（創薬研究支援・受託サービスの販売収入）
　創薬研究支援・受託サービスの販売による収入は、創薬研究支援・受託サービスに対する支配を顧客に移転することにより履行義
務が充足されることから、役務提供が完了し顧客に検収された一時点で収益を認識しております。
　創薬研究支援・受託サービスの販売履行義務に対する対価は履行義務が充足したのち、別途定める支払条件により、概ね１年以内
に受領しております。契約の履行に先立ち顧客から受領する前受対価を契約負債（前受金）として認識しており、当該前受対価に係
る契約について収益を認識時点で取り崩しております。

⑥　ヘッジ会計の処理方法
・ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を適用しております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…………為替予約、通貨オプション
ヘッジ対象…………外貨建予定取引

・ヘッジ方針 取締役会にて承認された為替予約方針に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

2．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3．表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

4．会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価

(1) 当連結会計年度計上額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結会計年度末における正味売却価額が取得原価より下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としてお

ります。また、取得から一定期間を経過した棚卸資産については、過去の出荷実績等合理的と考えられる指標に基づき、経過年数
に応じて規則的に帳簿価額を切り下げております。

当社の主力市場である基礎研究用試薬等の需給状況の変動により、需要が想定より悪化し正味売却価額が著しく下落した場合、ま
た取得からの経過年数が増加した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。

5．連結貸借対照表に関する注記
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株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 6,048,000 － － 6,048,000

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 212,633 129,268 △24,100 317,801

株式の種類 普通株式
配当金の総額 93百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当金額 16円
基準日 2023年12月31日
効力発生日 2024年 3 月27日

株式の種類 普通株式
配当金の総額 82百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当金額 14円
基準日 2024年 6 月30日
効力発生日 2024年 ９ 月10日

6．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数に関する事項

(2) 当連結会計年度の末日における自己株式の総数に関する事項

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）に関する事項
該当事項はありません。

(4) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
①2024年３月26日開催の定時株主総会におきまして、次のとおり決議しております。

②2024年８月５日開催の取締役会におきまして、次のとおり決議しております。
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株式の種類 普通株式
配当金の総額 206百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当金額 36円
基準日 2024年12月31日
効力発生日 2025年 3 月26日

(5) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2025年３月25日開催の定時株主総会におきまして、次の決議を予定しております。

7．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余剰資金は安全性の高い金融商品で運用し、資金調達は銀行借入を用いる方針です。デリバティブは、
事業活動上生じる為替変動リスクを軽減する目的で行っており、投機的な取引は行わない方針です。

②　金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに
晒されておりますが、同じ外貨建の買掛金残高の範囲内にあります。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒
されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務は、為替変動リスクに晒さ
れておりますが、先物為替予約及び通貨オプションを利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引及び通貨オプショ
ンであります。
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③　金融商品に係るリスク管理体制
ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等にかかるリスク）の管理

当社は、販売管理規程及び与信管理規程に従い、営業債権について、営業部が主要な取引先を定期的にモニタリングし、取引相
手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
満期保有目的の債券は、資金運用方針に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引については、取引先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識してお
ります。

ｂ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建の営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約及び通貨オ
プションを利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債
券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めたデリバティブ取引管理規程に従うこととしております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり
ます。また「(2) 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

有価証券及び投資有価証券

①　満期保有目的の債券 1,399 1,388 △10

②　その他有価証券 2,172 2,172 －

資産計 3,571 3,560 △10

デリバティブ取引（＊） 49 49 －

当連結会計年度
非上場株式 26百万円

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券 2,172 ー ー 2,172
デリバティブ取引 ー 49 ー 49

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2024年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金及び預
金、受取手形、売掛金、買掛金等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（　）で示し
ております。

（注）市場価格のない株式等は以下のとおりであります。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
　レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観測可能なインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時
価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券 ー 1,388 ー 1,388

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
　その他有価証券
　　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類して

おります。
　デリバティブ取引
　　為替予約の時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき評価しているため、その評価をレベル２の時価に分類してお

ります。
　満期保有目的の債券
　　満期保有目的の債券の時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき評価しているため、その評価をレベル２の時価に

分類しております。
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当連結会計年度
研究用試薬（創薬研究支援・受託サービス含む） 7,944百万円
機器 2,093百万円
顧客との契約から生じる収益 10,037百万円
その他の収益 －百万円
外部顧客への売上高 10,037百万円

(1) １株当たり純資産額 1,565円00銭
(2) １株当たり当期純利益 45円05銭

8．収益認識に関する注記
(1)収益の分解情報

　当社グループは、ライフサイエンス関連事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の
とおりであります。

(2)収益を理解するための基礎となる情報
　１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「(4) 会計方針に関する事項　⑤　重要な収益及び費用の計
上基準」に記載のとおりであります。

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　契約負債は主に、財又はサービスの引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債の「契約負債」に計上し
ております。当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、40百万円であります。

9．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 そ の 他 資 本

剰 余 金
資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

2024年1月1日期首残高 918 1,221 9 1,231 21 1,000 4,450 5,472 △194 7,427

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175 △175 △175

当 期 純 利 益 308 308 308

自 己 株 式 の 取 得 △144 △144

自 己 株 式 の 処 分 2 2 22 24
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － 2 2 － － 132 132 △122 12

2024年12月31日期末残高 918 1,221 12 1,234 21 1,000 4,583 5,605 △317 7,440

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証

券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2024年1月1日期首残高 612 2 614 8,041

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △175

当 期 純 利 益 308

自 己 株 式 の 取 得 △144

自 己 株 式 の 処 分 24
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

502 31 534 534

事業年度中の変動額合計 502 31 534 547

2024年12月31日期末残高 1,114 34 1,148 8,588

株主資本等変動計算書
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券………償却原価法
関係会社株式………………移動平均法に基づく原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの ……………時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 …………………………移動平均法に基づく原価法
なお、投資事業組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされるもの）につきましては、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分額を純額で取り込む方式に
よっております。

②　デリバティブの評価基準及び評価方法……時価法
③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品…………………………移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
製品…………………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料………………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
仕掛品………………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品………………………先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く) …………主として定率法

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備は除く）並びに2016年４月１日以後に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物…………15年
工具、器具及び備品…… 5 ～ 6 年
機械及び装置…………… 8 年

無形固定資産(リース資産を除く) …………定額法
なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を
採用しております。

リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
貸倒引当金……………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。
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・ヘッジの有効性
評価の方法

予定取引について同一通貨の為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完
全に確保されておりますので、有効性の評価を省略しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社はライフサイエンス関連を主な事業とし、研究用試薬を中心とした仕入商品の販売収入、自社製品の製造販売収入及び創薬研究
支援・受託サービスの販売収入を得ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
（研究用試薬等の商品及び製品販売による収入）
　研究用試薬等の商品及び製品販売による収入は、研究用試薬等に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足されること
から、通常は商品及び製品が顧客に検収された時点で収益を認識しますが、国内の販売においては、出荷時から当該財又はサービスの
支配が顧客に移転するまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、収益は顧客との契約におい
て約束された対価から販売奨励金等を控除した金額で測定しております。
　なお、機器販売に伴う保守・据付サービス等に係る収益については、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に
該当すると判断し、顧客から受け取る対価の総額から外注業者に対する支払額を差し引いた純額で収益を測定しております。
　研究用試薬等の商品及び製品販売の履行義務に対する対価は履行義務が充足したのち、別途定める支払条件により、概ね1年以内に受
領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
（創薬研究支援・受託サービスの販売収入）
　創薬研究支援・受託サービスの販売による収入は、創薬研究支援・受託サービスに対する支配を顧客に移転することにより履行義務
が充足されることから、役務提供が完了し顧客に検収された一時点で収益を認識しております。
　創薬研究支援・受託サービスの販売履行義務に対する対価は履行義務が充足したのち、別途定める支払条件により、概ね1年以内に受
領しております。契約の履行に先立ち顧客から受領する前受対価を契約負債（前受金）として認識しており、当該前受対価に係る契約
について収益を認識時点で取り崩しております。

(5) ヘッジ会計の処理方法
・ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を適用しております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…………為替予約、通貨オプション
ヘッジ対象…………外貨建予定取引

・ヘッジ方針 取締役会にて承認された為替予約方針に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

2．会計方針の変更に関する注記
　該当事項はありません。

3．表示方法の変更に関する注記
　該当事項はありません。
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棚卸資産（貯蔵品除く） 432百万円

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 732百万円

①　短期金銭債権 389百万円
②　短期金銭債務 13百万円

営業取引による取引高 721百万円
　売上高 672百万円
　仕入高 12百万円
　販売費及び一般管理費 37百万円
営業取引以外の取引高 100百万円
　営業外収益 100百万円

4．会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価

(1) 当事業年度計上額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
事業年度末における正味売却価額が取得原価より下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としておりま

す。また、取得から一定期間を経過した棚卸資産については、過去の出荷実績等合理的と考えられる指標に基づき、経過年数に応
じて規則的に帳簿価額を切り下げております。

当社の主力市場である基礎研究用試薬等の需給状況の変動により、需要が想定より悪化し正味売却価額が著しく下落した場合、ま
た取得からの経過年数が増加した場合には、翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

5．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(3) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算システムの一部についてはリース契約により使用しております。

6．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
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株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 212,633 129,268 △24,100 317,801

繰延税金資産
未払事業税 4百万円
退職給付引当金超過 169
投資有価証券評価損 55
資産除去債務 15
その他 22

繰延税金資産小計 266
評価性引当金 △60

繰延税金資産合計 206

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 10
その他有価証券評価差額金 491
為替予約 15

繰延税金負債合計 517
繰延税金負債の純額 △311

7．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
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種 類 会 社 等 の 名 称
議 決 権 の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 係 内 容
取 引 の 内 容 取 引 金 額

(百万円) 科 目 期 末 残 高
(百万円)役 員 の 兼 任 等 事 業 上 の 関 係

連結子会社 COSMO BIO USA,
INC.

(所有)
100.0

兼任1名
（取締役1名）

日本国内商品の卸売
自社製品の販売
情報収集業務委託

商 品 仕 入 8 買 掛 金 0

商 品 販 売 671 売 掛 金 220

連結子会社 ビーエム機器
株式会社

(所有)
67.8

兼任3名
（取締役2名）
（監査役1名）

商品の卸売
管理部門業務の受託

商 品 仕 入 3 買 掛 金 0

商 品 販 売 0 売 掛 金 0

資 金 の 貸 付 50 短 期 貸 付 金 150

配 当 金 の 受 取 60 ― ―

(1) １株当たり純資産額 1,498円88銭
(2) １株当たり当期純利益 52円96銭

９．関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。
(3) 子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．子会社への売上高及び仕入高等については、市場価格を参考に決定しております。
　　　２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
　　　３．貸付金の利息につきましては、市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、取引金額については、当事業年度での純

増減額を記載しております。

10．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　８．収益認識に関する注記」に同一の内容を
記載しておりますので注記を省略しております。

11．１株当たり情報に関する注記

12．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

13．連結配当規制適用会社に関する注記
　当社は連結配当規制の適用会社であります。
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